
1、活動概要 

(1)活動背景、目的 

神戸・阪神間に建てられた近代住宅は、全国でも他に例を見ない

独自性の高い地域文化を形成しており、兵庫県では、現存するこれ

らの建築物の状況を把握し、その保全を図っていくため「ひょうご

の近代住宅100選(兵庫県HP参照)」の選定が行われた。 

近代住宅は、神戸・阪神間の住文化のシンボルであるとともに、

地域の景観に重要な役割を担っている。一方、住宅という性質上、

個人の方が所有管理していることが多く、老朽化や社会経済情勢を

背景とした維持管理の困難さから、売却処分され滅失するケースも

見受けられるようになってきている。 

このため、優れた近代住宅を選定し、その存在価値を広く顕彰す

るだけでなく、所有者からの要望に応じて適時適切な助言等を行う

支援策を講じていくことが不可欠となっている。 

本活動は、近代住宅100選に選定された住宅に、定期的に相談員

を派遣することにより、住宅の点検と維持保全に関する助言等を行

いつつ、県・市等との協働による支援を行うことを目的としている。 

(2)対象建物 

「ひょうごの近代住宅100 選」選定事業により選定された近代住

宅のうち、下記のものを除く物件とする。（物件数は52件） 

・公的機関の管理下にあるもの 

・重要文化財、県指定文化財等（文化財保護法により別途措置が

講じられるもの） 

(3)活動内容 

○物件ごとの点検・助言    

  ・外観および周辺環境の変化の調査……写真撮影、所見 

  ・内部の状況（所有者・居住者等の了解が得られた場合）……写

真撮影、所見 

  ・ヒアリング……改修履歴、改修等の意向、相談事項と回答 

○点検表（建物カルテ）の作成 

・上記をもとに、定期点検の基礎となる建物カルテを作成する 

○相談の内容に応じた対応体制の整備 

・県・市・大学等との連携 

〇その他、近代住宅の維持保全のために必要な活動 

(4)事業スケジュール（５ヶ年） 

・平成21年度：定期点検活動の骨格づくり 

・平成22年度：初回点検① 

・平成23年度：初回点検②、２回目点検① 

・平成24年度：２回目点検②、３回目点検① 

・平成25年度：３回目点検② 

(5)主な活動メンバー 

・ヘリテージ委員会近代住宅定期点検活動推進チーム  

（神戸・阪神地区ＨＭ 17名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうごの近代住宅100選リスト（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

          

2-2-7 

近代住宅定期点検活動 

近代住宅定期点検活動推進チーム  萩原正五郎 笹原和喜男  



・ヘリテージ委員会近代住宅定期点検活動点検員(相談員) 

          （神戸・阪神地区ＨＭ 28名） 

(6)活動経費 

・本活動は近代住宅定期点検活動助成（ひょうごまちづくり技術

センター）を受けて実施 

 

2、活動経緯 

(1)平成21年度、22年度の活動経緯 

・平成21年12月     近代住宅定期点検活動準備検討会発足 

・平成22年3月     近代住宅定期点検活動推進チーム募集 

・平成22年4月     近代住宅定期点検活動推進チーム発足 

・平成22年5月     近代住宅定期点検活動点検員(相談員)募集 

・平成22年6月     点検員講習会、点検員認定 

・平成22年7～9月   初回第1次点検の訪問調査 

・平成22年10月     初回第1次点検訪問調査の報告検討会 

・平成22年10～    初回第2次点検の訪問調査 

平成23年1月 

・平成23年3月      初回第2次点検訪問調査の報告検討会 

初回点検の整理・報告、2回目点検の準備 

 

3、主な活動詳細 

(1)準備活動 

●点検表(建物カルテ)作成  

○留意点 

・建物所有者等に何を還元できるかを留意し、定期健康診断をイ

メージして作成 

・数案検討案を提示し、選定された1案に修正を加えていきなが

ら暫定版を確定 

・基本シートと、経年的に追加・修正できるシートで構成 

○シート構成 

 ・概要シート 

・概要シート（写真） 

 ・相談シート 

・調査シート 

・調査シート（写真） 

 ・調査・対応記録一覧シート 

●所有者向けリーフレット作成  

○留意点 

・制度の内容(点検員派遣の流れ)がわかりやすいこと 

・訪問の目的(相談・点検)が一目で分かること 

・調査・点検の内容が記載されていること 

●事前調査 

○概要 

・所有者向けリーフレット、点検表(建物カルテ)等の 

有効性や課題を検証するため、2物件に対して事前調査 

・県および県教育委員会の助言により、「旧池長家住宅」 

「旧F.ビショップ家住宅」の2物件を選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者向けリーフレット 

点検表（建物カルテ）



○課題 

・訪問者数は2～3名が適正 

・対応可能時間は約1時間 

・まず相談・助言を通して信頼関係を築いた上で、 

調査に入るというプロセスの徹底が重要 

・事前に文献調査等を行い、点検建物の予備知識を持って 

点検に望むことが肝要 等 

(2)点検員(相談員)募集 

○募集要領 

・募集目的 

「近代住宅100選」に対する支援策の一つとして、定期的な点検員

派遣により所有者との信頼関係の構築を図りながら、維持保全に関

する助言と住宅の状況把握(点検)等を行う活動のため、その点検員

を募集するものです。 

・活動内容 

・「100選」のうち支援が必要な住宅への訪問、助言、点検 

・ヒアリングや調査によって入手した情報の記録、報告 

・売却、滅失等の緊急対応案件の報告 

・活動期間 

・平成22年度 ～ 平成25年度（1回／年の定期点検を予定） 

・応募資格 

・神戸地区、阪神地区の「兵庫県ヘリテージマネージャー」で

あること 

・近代住宅保存に理解と意欲があり、ボランティア活動ができ

る方 

・活動趣旨の理解と、点検・相談活動に必要な知識を習得する

ための 

事前講習会（6 月 20 日（日）13:00～16:30）に参加できるこ

と 

・電子メールが使えること（案内、各種作業等すべて電子デー

ターで） 

・募集人数：20～40名 

・募集期間：平成22年5月17日（月）～平成22年6月5日（土） 

○応募結果 

・26名 応募 

・後日、点検員講習会受講者に点検員認定 

(3)点検員講習会 

○開催概要  

・開催日時 平成22年6月20日 13：00～16：45 

・開催場所 神戸市すまいの安心支援センター 

・出席者  28名 点検員応募参加者 13名 

         推進チーム(点検員応募者も含む) 15名 

○講習概要 

◇ひょうごの近代住宅100選について 

   ・選定対象要件、選定基準、選定方法、選定住宅等について説

明（兵庫県景観形成室より） 

◇近代住宅定期点検活動について 

   ・制度の概要   助成対象活動、助成限度額等について説明 

点検員募集チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検員講習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検員身分証 



   ・点検活動の概要、事例紹介 

 作業標準、事業スケジュール、所有者向けパンフレット、

点検表(建物カルテ)、記入マニュアル等について説明 

   ・点検員(近代住宅相談員) 

定期点検活動(つまり維持保全支援活動)、相談・調査の流

れ、同意事項(心得)、注意事項(心得)、謝金等について説

明 

◇認定申請書、アンケートの記入・提出  

・受講修了者に対し、同意事項・注意事項入りの申請書を提

出してもらい、後日認定者に写真入の身分証明書を発行。 

・訪問調査希望物件を聴くため、アンケートに記入、提出。 

○第1次点検訪問調査担当物件の決定 

・1物件に対し、原則2名の点検員を担当 

・第1次点検訪問調査として、全員周知の中、9物件、18名の点

検員を分担、決定（準備調査物件2物件は除く） 

(4)第1次点検訪問調査 

○調査概要 

・調査期間 平成22年7月～9月 

・調査件数 ９物件 

○調査の流れ 

・事前に県より、各所有者に、点検員が訪問日程調整のための電話

がある旨、連絡 

・点検員による訪問日程調整。 

・点検員による予備調査 

・訪問調査 

・点検表（建物カルテ）の作成・提出 

 (5)第1次報告検討会 

・開催日時 平成22年10月3日 14：00～17：30 

・開催場所 兵庫県私学会館101号室 

・出席者  24名 

○第1次点検訪問調査について 

・案件毎の実施報告 

各点検員より実施済みの 8 物件に対して、点検調査上の課題、

問題点等の感想を述べてもらう。 

・各点検表の問題点等の検討 

・点検表の修正 

○第2次点検訪問調査担当物件の決定 

・第1次同様、7物件、14名の点検員を分担、決定 

(6)第2次点検訪問調査 

・調査期間 平成22年10月～平成23年1月 

・調査件数 ９物件（対象7物件に新たに２物件追加） 

 (7)第2次報告検討会 

第1次報告検討会と同じ要領で、3月6日に開催予定 

 

4、来年度の予定 

・今年度同様、初回点検と、2回目点検を行う予定 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物カルテ（一部） 

 

 

報告検討会 


